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酒田港外港地区指定保税地域の追加指定等に関する公告 

 

 

関税法第３７条第５項の規定に基づき、下記のとおり追加指定等したので、同条第

４項の規定により公告する。 

 

 

 

                令和２年７月３０日 

                    

                    東京税関長  松 村  武 人 

 

 

 

記 

 

 

１．指定保税地域の一部取消し対象土地 

土地 

所在地：山形県酒田市字高砂２３３番地先 

面 積：３，１７０．３９平方メートル 

区 域：山形県酒田市字高砂２３３番地先の外港地区高砂ふ頭北地点（北緯３８

度５７分０１．５４０３秒、東経１３９度４８分５８．５１５５秒）を

Ｅ１地点として、同地点から方位角２９１度１２分４６秒、７０．３２

９メートルの地点をＥ２として、同地点から方位角２０１度１２分４６

秒、４１．８００メートルの地点をＥ３として、同地点から方位角１１

１度１２分４６秒、１１１．８２９メートルの地点をＥ４として、同地

点から方位角２１度１２分４６秒、５．４００メートルの地点をＥ５と

して、同地点から方位角２９１度１２分４５秒、４０．０００メートル

の地点をＥ６として、同地点から方位角２０１度１２分４６秒、０．４

００メートルの地点をＥ７として、同地点から方位角２９１度１３分０

９秒、１．５００メートルの地点をＥ８として、Ｅ１地点からＥ８地点

を順次直線で結んだ線及びＥ８地点とＥ１地点を結んだ線によって囲ま

れる３，１７０．３９平方メートルの土地 

 

 

 

 

 



 

 

 

２．指定保税地域追加対象 

（１）土 地 

所在地：山形県酒田市高砂２３３－１番、２３３－１番地先、２３４番、 

      ２３４番地先、２３７番及び２３８番 

面 積：１７，４７２．２８平方メートル 

区 域：山形県酒田市高砂２３７番の外港地区高砂ふ頭北地点（北緯３８度５６

分５８．５５０５秒、東経１３９度４９分００．１５００秒）をＦ１地

点として、同地点から方位角２９１度０１分３７秒、３６．４４０メー

トルの地点をＦ２として、同地点から方位角２９１度１１分４６秒、１

１７．１０９メートルの地点をＦ３として、同地点から方位角２１度１

２分４６秒、１０９．１５０メートルの地点をＦ４として、同地点から

方位角１１１度１２分４６秒、１．６００メートルの地点をＦ５として、

同地点から方位角２１度１２分４６秒、４．６００メートルの地点をＦ

６として、同地点から方位角１１１度１２分４６秒、４０．４００メー

トルの地点をＦ９として、同地点から方位角１１１度１２分４６秒、１

１１．８２９メートルの地点をＦ１０として、Ｆ１地点からＦ１０地点

を順次直線で結んだ線及びＦ１０地点とＦ１地点を結んだ線によって囲

まれる１７，４７２．２８平方メートルの土地 

 

（２）建設物 

名 称：酒田港外港地区高砂１号岸壁 

所在地：山形県酒田市高砂２３４番地先 

構 造：ケーソン式係船岸壁 

面 積：３２７．２５平方メートル 

 

 

 

３．追加指定等年月日 

   令和２年８月２６日 


